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はじめに 

 

南相馬市における健全化判断比率等の対象会計等について 

育英資金貸付特別会計

亜炭鉱害復旧施設維持管理事業
特別会計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護サービス事業特別会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

病院事業会計

下水道事業会計

簡易水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

工場用地等整備事業特別会計

相馬地方広域市町村圏組合

相馬地方広域水道企業団

福島県後期高齢者医療広域連合

福島県市民交通災害共済組合

福島県市町村総合事務組合

相馬地方土地開発公社
地方公社
第三セクター等

公
営
事
業
会
計

一般会計等以外
の特別会計のう
ち、公営企業に
係る特別会計以
外の特別会計

公
営
企
業
会
計
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企業

法非適
用企業

一部事務組合
広域連合

会計名等 適用範囲
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会
計
等

一 般 会 計

一般会計等に属
する特別会計
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比
率

連
結
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比
率
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質
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債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率
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１ 健全化判断比率 

（単位：％）

区　　分 南相馬市の数値 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 － 12.59 20.00

連結実質赤字比率 － 17.59 30.00

実質公債費比率 9.3 25.0 35.0

将来負担比率 － 350.0  
 

＊健全化判断比率は、平成 19年度に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する

法律」において、地方公共団体の財政の健全性を示すものとして定められた指標で

ある。 

 

＊早期健全化基準は、地方公共団体が、財政収支の不均衡、その他の財政状況が悪化

した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準である。

⇒１つでも基準を超えた場合 

・財政健全化計画の策定（議会の議決） 

・実施状況の議会への報告、公表 

・外部監査要求の義務付け 等 

 

＊財政再生基準は、地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡、その他の財政状況の

著しい悪化により、自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画

的にその財政の健全化を図るべき基準（国等の関与による確実な再生）である。 

⇒１つでも基準を超えた場合 

・財政再生計画の策定（議会の議決） 

・実施状況の議会への報告、公表 

・外部監査要求の義務付け 

・計画について国への協議 

・地方債の制限（国の同意を得ていない場合） 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４指標とも、「早期健全化基準」に該当しない状況である。 

 

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額がないため「－」表示として

いる。 

 

※将来負担比率は、一般会計等が負担する将来の負担額よりも、将来負担額に

充当可能な財源の額が上回るため「－」表示にしている。 
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２ 資金不足比率 

（単位：％）

会　　計　　名 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 － 20.0

工業用水道事業会計 － 20.0

病院事業会計 － 20.0

下水道事業会計 － 20.0

簡易水道事業特別会計 － 20.0

農業集落排水事業特別会計 － 20.0

工場用地等整備事業特別会計 － 20.0  

 

＊資金不足比率は、平成 19 年度に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」において、公営企業会計の経営状況を示すものとして定められた指標である。 

 

＊経営健全化基準は、地方公共団体が、公営企業ごとに自主的かつ計画的に公営企業

の経営の健全化を図るべき基準である。 

⇒１つでも基準を超えた場合 

・財政再生計画の策定（議会の議決） 

・実施状況の議会への報告、公表 

・外部監査要求の義務付け 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての会計において、「経営健全化基準」に該当しない状況

である。 

 
※資金不足比率は、資金不足額がないため「－」表示としている。 
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３ 各健全化判断比率の算定内訳 

（１）健全化判断比率 

①実質赤字比率 

実質赤字比率とは・・・一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に

対する比率 

 

一般会計等の赤字の程度を示すもので、数値が大きいほど財政状況が厳し

いことを表す。 

（単位：％）

区　　分 R01 a H30 b 差引（a－b）

実質赤字比率 ▲ 7.26 ▲ 8.02 0.76

早期健全化基準 12.59 12.59 0.00

財政再生基準 20.00  

＊早期健全化基準は、標準財政規模に応じ 11.25％～15％で適用される。 

 

＊実質赤字比率の算定方法 

 

 

 

(単位：千円、％）

R01実質収支額
a

H30実質収支額
a

差引（a－b）

1,299,016 1,436,703 ▲ 137,687

育英資金貸付特別会計 6,078 7,765 ▲ 1,687

亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計 2,909 3,947 ▲ 1,038

1,308,003 1,448,415 ▲ 140,412

▲ 1,308,003 ▲ 1,448,415 140,412

18,009,327 18,044,814 ▲ 35,487

▲ 7.26 ▲ 8.02 0.76

標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額含む）

実質赤字比率（％）

会　　計　　名

一
般
会
計
等

　一般会計

一

般

会

計

等

に

属

す

る

特

別

会

計

合計

実質赤字額

 

＊実質赤字の額＝「（歳入総額－歳出総額）－（支払繰延額＋事業繰越額）－翌年

度に繰り越すべき財源」が負数の場合における、その数値の絶対

値の額 

 一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 
実質赤字比率＝ 
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【参考】南相馬市の標準財政規模 

４，７７４万９千円

標準税収入額等 普通交付税
臨時財政
対策債

（標準税収入額＋譲与税・交安交付金）

１２３億８，３２３万８千円 ４７億７，８３４万円 ８億

標準財政規模は、地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す全国統一の指標で、
健全化指標の分母となる重要な数値である。

標準財政規模は、「標準税収入額等＋普通地方交付税額」で求められ、標準的に収入
しうる「経常一般財源」の大きさを表す。

また、普通交付税の振替財源である臨時財政対策債発行可能額もこの標準財政規模
に加えられる。

標準財政規模
令和元年度 １８０億９３２万７千円

 

一般会計等の実質収支額は黒字であり、実質赤字比率は生じ

ていない。 

 

※実質赤字比率は、実質収支額が黒字のため、▲表示にしている。 
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②連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率とは・・・全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足

額）の標準財政規模に対する比率 

 

一般会計等に加え、国民健康保険特別会計、水道事業などのすべての公営

事業会計を合算し、市全体としての赤字の程度を示すもので、数値が大きい

ほど市全体の財政状況が厳しいことを表す。 

（単位：％）

区　　分 R01 a H30 b 差引（a－b）

連結実質赤字比率 ▲ 70.05 ▲ 69.49 ▲ 0.56

早期健全化基準 17.59 17.59 0.00

財政再生基準 30.00  

＊早期健全化基準は、標準財政規模に応じ 16.25％～20％で適用される。 

 

＊連結実質赤字比率の算定方法 

 

 

 

イ：一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会

計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額 

ロ：公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計

額 

ハ：一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒

字の合計額 

ニ：公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計

額 

連結実質赤字額（イ+ロ）－（ハ+ニ） 

標準財政規模 
連結実質赤字比率＝ 
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　 (単位：千円、％）

R01実質収支額、
資金不足・剰余額

a

H30実質収支額、
資金不足・剰余額

b

差  引

（a－b）

1,308,003 1,448,415 ▲ 140,412

国民健康保険特別会計 425,488 236,462 189,026

介護保険特別会計 250,351 256,508 ▲ 6,157

後期高齢者医療特別会計 1,599 291 1,308

介護サービス事業特別会計 0 0 0

水道事業会計 4,840,546 4,961,699 ▲ 121,153

工業用水道事業会計 2,654,506 2,485,575 168,931

病院事業会計 2,049,748 2,173,811 ▲ 124,063

下水道事業会計 1,054,906 975,376 79,530

簡易水道事業特別会計 0 0 0

農業集落排水事業特別会計 31,877 2,469 29,408

工場用地等整備事業特別会計 0 0 0

12,617,024 12,540,606 76,418

▲ 12,617,024 ▲ 12,540,606 ▲ 76,418

18,009,327 18,044,814 ▲ 35,487

▲ 70.05 ▲ 69.49 ▲ 0.56

合　　　計

連結実質赤字額

標準財政規模

連結実質赤字比率（％）

会　　計　　名

　一般会計等

公
営
事
業
会
計

一般会計等

以外の特別

会計のう

ち、公営企

業に係る特

別会計以外

の特別会計

公
営
企
業
会
計

法
適

法
非
適

 
 

 

 

 

 

一般会計等及び連結するすべての他の会計を合算した実質収

支額、資金不足・剰余額が黒字であり、連結実質赤字比率は生

じていない。 

 

※連結実質赤字比率は、実質収支額、資金不足・剰余額が黒字のため、

▲表示にしている。 
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③実質公債費比率 

実質公債費比率とは・・・一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還

金の標準財政規模に対する比率 

 

地方債の返済額及びこれに準ずる額の負担の程度を示すもので、数値が大

きいほど返済負担が重いことを表す。 

（単位：％）

区　　分 R01 a H30 b 差引（a－b）

実質公債費比率
(３ヵ年平均）

9.3 8.3 1.0

早期健全化基準

財政再生基準

25.0

35.0  
 

＊実質公債費比率の算定方法 

（イ＋ロ）－（ハ＋ニ） 

標準財政規模－ニ 

 

イ：元利償還金 

ロ：準元利償還金（③から⑦までの合計額） 

ハ：特定財源 

ニ：元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

実質公債費比率（３ヵ年平均）＝ 
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1,552,877 10.2 1,366,576 9.0 1,360,807 8.9 

① 3,161,228 20.8 3,084,001 20.3 3,023,165 19.7 

② 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

③ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

④ 1,155,916 7.6 1,018,379 6.7 957,238 6.2 

⑤ 46,682 0.3 46,935 0.3 54,296 0.4 

⑥ 84,877 0.6 126,036 0.8 170,216 1.1 

⑦ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

控除額計 A （⑧～⑭）
（基準財政需要額に算入された額）
⑧ 特定財源の額 90,506 0.6 66,513 0.4 64,444 0.4 
⑨ 事業費補正算入 610,097 4.0 670,427 4.4 734,107 4.8 
⑩ 災害復旧費等 2,031,803 13.4 2,014,982 13.3 1,905,200 12.4 
⑪ 密度補正算入 163,420 1.1 156,853 1.0 140,356 0.9 

15,204,007 100.0 15,202,552 100.0 15,323,286 100.0 
⑫ 12,383,238 81.4 12,075,629 79.4 12,241,422 79.9 
⑬ 普通交付税額 4,778,340 31.4 4,994,321 32.9 5,012,098 32.7 

⑭ 臨時財政対策債発行可能額 847,749 5.6 974,864 6.4 849,429 5.5 
控除額計　A－⑧ 2,805,320 18.5 2,842,262 18.7 2,779,663 18.1 

10.21360 8.98912 8.88065

9.3

(単位：千円、％）

R01（単年度）

算 定 額 分母比

2,895,826 19.0 

分　　母(⑮～⑰ － (控除額計 A－⑧)）

標準税収入額等

実質公債費比率（単年度）

R01実質公債費比率（３ヵ年平均）

2,908,775 19.1 2,844,107 18.6 

一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認め
られる補助金又は負担金

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

一時借入金の利子

積立不足額を考慮して算定した額

満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金
に相当するもの（年度割相当額）

公営企業に要する経費の財源とする地方債の償
還の財源に充てたと認められる繰入金

分　　子(①～⑦ － 控除額計A)
元利償還金の額
（繰上償還額等の額に係る分を除く）

算 定 額 分母比 算 定 額 分母比実質公債費比率分析
30（単年度） 29（単年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質公債費比率（3 ヵ年平均値）は 9.3％であり、早期健全

化基準（25.0％）を下回った。 

平成 30 年度と比較すると、単年度ベース（㉚9.0％→①

10.2%）では 1.2 ポイント上昇し、3 ヵ年平均値（㉚8.3％→

①9.3%）では 1.0 ポイント上昇した。 

その要因については、 

・単年度ベースでは、平成 27 年度新規借入から一部据置をや

めたことなどに伴い、元金償還金の額が 77,227 千円、公

営企業への繰入金が 137,537 千円増加したこと。 

・3 カ年平均ベースでは、平成 28 年度の単年度比率が 7.3%、

令和元年度の単年度比率が 10.2%と、算定対象年度が置き

換わり約 2.9 ポイント増加したこと。 

などによる。 
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④将来負担比率 

将来負担比率とは・・・一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財

政規模に対する比率 

 

地方債など将来負担すべき額の残高の程度を示すもので、数値が大きいほ

ど今後の財政負担が重いことを表す。 

（単位：％）

区　　分 R01 a H30 b 差引（a－b）

将来負担比率 － － －

早期健全化基準 350.0  

＊将来負担比率の算定方法 

 

 

将来負担額：①’から⑧’までの合計額  

充当可能基金額：①’から⑥’までの償還額等に充てることができる地方自治法第

241条の基金 

対前 年度
増 減 率

▲12,364,550 ▲81.3 ▲13,647,038 ▲89.8 1,282,488 -　

将来負担額 B (①'～⑧' ) 42,643,144 280.5 43,610,241 286.9 ▲967,097 ▲2.2

①' 地方債の現在高 28,380,224 186.7 29,188,542 192.0 ▲808,318 ▲2.8

②' 債務負担行為に基づく支出予定額 261,399 1.7 341,835 2.2 ▲80,436 ▲23.5

③' 公営企業債等繰入見込額 10,084,479 66.3 10,138,473 66.7 ▲53,994 ▲0.5

④' 組合等負担等見込額 59,236 0.4 93,797 0.6 ▲34,561 ▲36.8

⑤' 退職手当負担見込額 3,857,806 25.4 3,847,593 25.3 10,213 0.3

⑥' 設立法人の負債額等負担見込額 0 0.0 0 0.0 0 -　

地方道路公社 0 0.0 0 0.0 0 -　

土地開発公社 0 0.0 0 0.0 0 -　

地方独立行政法人 0 0.0 0 0.0 0 -　

第三セクター等 0 0.0 0 0.0 0 -　

⑦' 連結実質赤字額 0 0.0 0 0.0 0 -　

⑧' 組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0.0 0 0.0 0 -　

充当可能財源等 C（⑨'～⑪'） 55,007,694 361.8 57,257,279 376.6 ▲2,249,585 ▲3.9

⑨' 充当可能基金 24,829,506 163.3 25,617,059 168.5 ▲787,553 ▲3.1

⑩'  充当可能特定歳入 1,456,077 9.6 1,536,499 10.1 ▲80,422 ▲5.2

うち都市計画税 0 0.0 0 0.0 0 -　

⑪' 基準財政需要額算入見込額 28,722,111 188.9 30,103,721 198.0 ▲1,381,610 ▲4.6

15,204,007 100.0 15,202,552 100.0 1,455 0.0

18,009,327 118.5 18,044,814 118.7 ▲35,487 ▲0.2

控除額計　A－⑧（再掲） 2,805,320 18.5 2,842,262 18.7 ▲36,942 ▲1.3

- - -

標準財政規模

将来負担比率

(単位：千円、％）

将来負担比率分析
R01 H30 R01－H30

算 定 額 分母比 算 定 額 分母比 増 減

分　　子(B－C)

分　　母(標財 － (控除額計 A－⑧)）

 

 

将来負担額－（充当可能基金額+特定財源見込額+ 

      地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

標準財政規模－ 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額 

将来負担比率＝ 
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一般会計等が負担する将来の負担額よりも、将来負担額に充

当可能な財源の額が上回るため、将来負担比率は生じていない。 

その大きな要因は、復旧・復興のための財源として積立して

いる基金の残高が大きいことであるが、復旧・復興事業の財源

として活用することにより基金残高が減少していく見込みであ

り、それに伴い、今後、将来負担比率は発生する見込みである。 

なお、充当可能財源等の超過率を表示した比率は、▲81.3％

（平成 30 年度▲89.8％）であり、主な要因は、次のとおり。 

・償還の進行に合わせて元金の償還が進み、地方債の残高が

減少（▲8.0 億円）したこと 

 

※将来負担比率は、一般会計等が負担する将来の負担額よりも、将来負担

額に充当可能な財源の額が上回るため、「－」表示にしている。 
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（２）資金不足比率の算定内訳 

資金不足比率とは・・・公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する

比率 

 

公営企業の事業規模に対する資金不足額の程度を示すもので、数値が大き

いほど経営状況が厳しいことを表す。 

（単位：％）

R01 a H30 b 差引（a－b）

水道事業会計 ▲ 495.4 ▲ 501.7 6.3

工業用水道事業会計 ▲ 730.9 ▲ 658.6 ▲ 72.3

病院事業会計 ▲ 51.7 ▲ 55.8 4.1

下水道事業会計 ▲ 187.8 ▲ 168.1 ▲ 19.8

簡易水道事業特別会計 0.0 0.0 0.0

農業集落排水事業特別会計 ▲ 5.4 ▲ 5.2 ▲ 0.2

工場用地等整備事業特別会計 0.0 0.0 0.0

会　　計　　名

法
適

法
非
適

経営健全化基準 20.0  

 

＊資金不足比率の算定方法 

 

資金の不足額： 

・法適用企業の場合 

⇒（流動負債－流動負債に計上されている企業債及び長期借入金で建設改良費等

に充てられる額－流動負債に計上されている引当金とリース債務）＋建設改

良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高－（流動資

産＋流動資産に係る貸倒引当金）－解消可能資金不足額 

※負数表示の場合は、資金の剰余額となる。 

・法非適用企業の場合 

⇒Ａ歳出額＋Ｂ建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債

現在高－Ｃ（歳入額-翌年度に繰り越すべき財源）－Ｄ解消可能資金不足額   

※Ｄの解消可能資金不足額は、Ａ+Ｂ-Ｃ＞0であれば算入し、Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ＜

０となるときは、Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ＝０とする。 

・工場用地等整備事業特別会計及び宅地造成事業特別会計の場合 

⇒Ａ歳出額＋Ｂ建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債

現在高－Ｃ（歳入額-翌年度に繰り越すべき財源）－Ｄ土地収入見込額＋Ｅ（地

方債残高+他会計長期借入金 

※Ｅについては、Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ＜0であれば算入し、Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ+Ｅ＞０とな

るときは、Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ+Ｅ＝０とする。 

 

資金の不足額 

事業の規模 

資金不足比率＝ 
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事業の規模 

・法適用企業の場合 

⇒営業収益の額－受託工事収益の額 

・法非適用企業の場合 

⇒営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

 

(単位：千円、％）

会　　計　　名 資金不足額　ア 事業の規模　イ
資金不足比率(%)

ア/イ×100

水道事業会計 ▲ 4,840,546 977,009 ▲ 495.4

工業用水道事業会計 ▲ 2,654,506 363,182 ▲ 730.9

病院事業会計 ▲ 2,049,748 3,961,455 ▲ 51.7

下水道事業会計 ▲ 1,087,784 579,154 ▲ 187.8

簡易水道事業特別会計 0 19,351 0.0

農業集落排水事業特別会計 ▲ 2,091 38,903 ▲ 5.4

工場用地等整備事業特別会計 0 65,615 0.0

法
非
適

法
適

 

 

 

 

 

 

全ての公営企業において、資金不足となる会計はない。 

 

※資金不足額がないため、▲表示にしている。 


